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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

令和3年3月30日(火) 

開議 9 時 29 分  

閉議 9 時 38 分  

全員協議会室  

出 席 者 
〔委 員〕笹田委員長、川上副委員長、三浦委員、沖田委員、柳楽委員、飛野委員、 

岡本委員、芦谷委員、道下委員、澁谷委員、牛尾委員（代理 野藤議員） 
〔議長団〕川神議長、佐々木副議長 
〔委員外議員〕西川議員、西村議員 

〔執行部〕坂田総務部長、佐々木総務課長、猪狩総務管理係長 

〔事務局〕古森局長、下間次長、近重書記 

 

議 題 

1  令和3年3月浜田市議会臨時会議について →質疑等なし 

⑴ 令和3年3月浜田市議会臨時会議の付議事件等及び付託案について 

 資料1-1、1-2 

 

⑵ 令和3年3月浜田市議会臨時会議の会議予定について 資料1-3 

 

⑶ その他 

 

2  その他 

⑴ 議会傍聴者等のアンケートについて（令和3年3月定例会議分） 資料2 

 →質疑等なし 

 

⑵ 議員研修会の開催について（5～7月で調整） 

 →時期は5～7月実施で調整。内容も2月に予定していた「財務状況資料集を活用

して自治体決算を読む」とすることで決定。 

 

⑶ 委員会行政視察について 

 ア 行政視察時の懇親会と会食について 

→（議長から）夜間にまとまった人数での懇親会や会食は控えること 

 

 イ 視察日数について 

  →予算要求の関係から、常任委員会は2泊可。特別委員会は1泊 

 

【別紙会議録のとおり】 
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【会議録】 

[ 9 時 29 分 開議 〕 

   

笹田委員長  ただいまから議会運営委員会を開会する。出席委員は10名で定足

数に達している。本日、川上副委員長は欠席である。それではレジ

ュメに沿って進める。 

 

1  令和3年3月浜田市議会臨時会議について 

⑴ 令和3年3月浜田市議会臨時会議の付議事件等及び付託案について 

笹田委員長  局長から説明をお願いする。 

総務部長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  それでは付託先について、事務局長。 

古森局長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

 

 

⑵ 令和3年3月浜田市議会臨時会議の会議予定について 

笹田委員長  事務局長から説明をお願いする。 

古森局長   （ 以下、資料をもとに説明 ） 

笹田委員長  質疑などはないか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

 

⑶ その他 

笹田委員長  ここで執行部は退席となるが執行部から何かあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

笹田委員長  委員から何かあるか。 

   （ 「なし」という声あり ） 

笹田委員長  それでは執行部の方は退席いただいて構わない。 

 

《 執行部退席 》 

 

2  その他 

⑴ 議会傍聴者等のアンケートについて（令和3年3月定例会議分） 

笹田委員長  それでは議題2その他。⑴について事務局長。 

古森局長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

 

⑵ 議員研修会の開催について（5～7月で調整） 

笹田委員長  こちらについては、2月に1度中止の判断をしたところであるが、

緊急事態宣言の解除や議員定数等議会改革推進特別委員会からの要

望があったので、5月から7月での実施を調整したいと思う。よろし

いか。 

  （ 「よい」という声あり ） 
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  内容は、前回予定していた「財務状況資料集を活用して自治体決

算を読む」として進めてよろしいか。 

  （ 「はい」という声あり ） 

  以上で予定した議題は終了した。委員からその他何かあるか。 

川神議長  今日の臨時会議よろしくお願いする。1点、行政視察について私

からお願いをする。前回の議会運営委員会で中国管内での感染状況

が落ち着いているさまざまな理由で4月からは中国管内に限って公

用車で視察を実施すると。それについての方針は変えない。ただ、

宿泊を伴う場合に、夜の懇親会や食事会は十分に配慮してほしいと

いう話もした。島根県内では、9名以内とかそれ以外は4名程度とい

う条件がある。これは各県によって微妙なところはあるが、できれ

ば視察は本来、日中のそういった視察自体が本来の姿であるので夜

についてはできるだけ委員会がまとまって行う懇親会や食事会は控

えてもらいたいと思う。県内に関しては知事が言うとおりでよいが

県外に出た、それ以外の中国管内に関してはできるだけ個々の責任

において食事をとってもらえれば。今、こういう時期であるので何

もなくても外からの批判はついてくる。そういった批判は本来望む

べきところではないので視察の本来の目的を達成してもらうように

お願いする。 

笹田委員長  その他委員から何かあるか。 

岡本委員  今議長から視察のことについて言われた。福祉環境委員会から議

長に申し入れをしているか確認していないが、要は県内の場合は1

泊2日の規定がある。中国管内については先般2泊を考えてもらうよ

うに申し入れをしてほしいことをしたがしているのか。 

柳楽委員  していない。 

岡本委員  していないのか。議長に伺うがこのたびこういったコロナの特殊

事情の中で我々が視察をもっていろいろな提案をする中で、やはり

視察を重ねるのは大事なことと思っている。そこで中国管内は1泊2

日という動きに対しては2泊として配慮できないか。 

古森局長  特別委員会については、公用車での移動で1泊2日という決まり事

にしている。他の委員会については、特に決まり事を定めていない。 

岡本委員  そうすると他の委員会がよいのであれば特別委員会もそういうこ

とについては考えられないのか。 

古森局長  予算的には1泊確保となっており、それ以上のところは予定して

いない。 

笹田委員長  その他あるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  以上で議会運営委員会を終了する。引き続き本会議が10時から行

われるのでよろしくお願いする。 
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〔 9 時 38 分 閉議 〕 

 

浜田市議会委員会条例第65条の規定により、ここに委員会記録を作成する。 

                議会運営委員会委員長  笹 田  卓    


